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水銀を使用した体温計や温度計を回収します 
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※お知らせ版は全ての人が読みやすいユニバーサルデザイン

フォントを使用しています 

ご家庭に使われてない水銀を使用した体温計や温度計、血圧計などはあり

ませんか？ 

 これまで埋立処分をしていましたが、危険ごみ（蛍光灯、乾電池など）と

同じ処分場へ持ち込みすることから、ご家庭にある体温計や温度計、血圧計

を回収し、９月上旬に処理を行う予定です。 

 破損していない物を役場住民課までお持ち込みください。 

 

 

 

                                  

令和５年二十歳を祝う会（成人式） 

 令和５年二十歳を祝う会の対象者については、住民基本台帳等を用いて案内状を発送します。 

差し支えのある方は教育推進課社会教育係までご連絡ください。 

蜂に気を付けましょう 

蜂の巣を見つけた場合は刺激しないようにその場から離れてく

ださい。町では、土地や建物を管理している個人が、蜂の巣の駆除

を業者に依頼した場合、駆除費用の２分の１、限度額３万円まで補

助する制度があります。 

防護服の貸し出しもおこなっております。 

 

 

 

                                  

■教育推進課社会教育係（℡32-2477） 

令和５年二十歳を祝う会（成人式）を開催します。 

 

 

                                  

■住民課環境衛生係（℡32-2422） 

日 時 令和５年１月８日（日） 

 開会 午後３時 30分～ 

場 所 公民館 恵み野ホール 

対象者 平成 14年４月２日～平成 15年４月１日生まれの方 

～二十歳を祝う会の実行委員を募集しています～ 

教育委員会では、二十歳を祝う会の企画や運営に携わる実行委員会を募集しています。 

ご自身のアイディアで素敵な会を一緒に企画してみませんか。  

■住民課環境衛生係（℡32-2422） 
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お買い物クーポンのご利用を 

稲わら等の焼却はお控えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区    分 応   募   要   領 

１.募 集 人 数 令和５年４月１日現在概ね 35歳以下の方 ３名 

２.募 集 資 格 

①町内に在住（住民票を有すること）で、健康で農業に意欲があり、農業後継者とし

て町内で就農実現できる方 

②自動車運転免許、大型特殊運転免許を取得されている方 

（または、令和５年４月１日までに取得する方） 

※①、②の条件を満たす方 

３.業 務 内 容 
●農作物栽培研究・発表及び試験展示圃の管理作業全般 

●トラクター、耕運機、草刈機などの運転操作、施設などの管理作業 

４.雇 用 期 間 
●研修生として、３年間とする。 

●本人の都合で会長が認めた場合は、研修期間を短縮する事ができる。 

５.雇 用 条 件 
●勤務時間は和寒町に準じる（土・日・祭日は休み） 

●賃金は運営協議会規程による。（社会、労災雇用保険加入） 

６.応 募 方 法 

専用の応募用紙（農業活性化センターに用意してあります）と、市販の履歴書用紙に

本人自筆で記入の上、３ヵ月以内に撮影した写真を添付すること。 

10月 31日（月）までに提出ください。 

７.選 考 方 法 書類選考及び面接 

８.応 募 先 
〒098-0101 上川郡和寒町字日ノ出４番地 

農業活性化センター 電話 0165-32-2010 

  

令和５年度農業活性化センター研修生募集 

■農業活性化センター（℡32-2010） 

■住民課環境衛生係（℡32-2422） 
 消防署和寒支署（℡32-2119） 
 産業振興課農業振興係（℡32-2423） 
 

例年稲わらなどの焼却により大量の煙が発生し、通行の妨げやぜん息

などの健康被害や、洗濯物が干せないといった苦情、稲わらの炎が拡大し

野火につながる危険性もあります。 

稲わらを処分する場合は、焼却せず、たい肥にするなど土づくりに活用

し、環境にも人にも優しいまちづくりにご協力をお願いします。 

 「和寒町新型コロナ対策 お買い物クーポン」のご利用は８月 31日

（水）をもって終了します。 

９月からは利用できなくなりますので、お手元にまだ残っているク

ーポン券がないか改めて確認し、期間中にご利用いただきますようお

願いします。 

■詳しくは和寒町新型コロナ対策お買い物クーポン発行事業実行委員会（商工会）まで（℡32-2341） 

農業活性化センターでは、研修生を募集します。ご希望の方は期日までに応募してください。  


